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林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 」lt

司法行政文書開示通知書

令和2年12月7日付け（同月9日受付，第020755号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

「司法修習生採用選考申込み（考試再受験希望者）について」 と題する文書（

片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



司法修習生採用選考申込み（考試再受験希望者）について

最高裁判所事務総局人事局

考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望

最高裁判所に採用選考の申込みを行ってください。

おりですので，注意してください。

かつて司法修習生であった者が，

司法研修所を経由してする場合は，

なお， 申＃申込受付期間等は下記のとおりですので，

選考は,司法修習生採用選考審査基準に基づいて行います。書面審査の結果，必要があると認めた

場合は面接等を実施することがあります。

記

1 申込受付期間及び申込方法等：

金型3年11月頃に最高裁判所ウエブサイト(https://www,courts.go.jp/saikosaij)に掲載

予定ですので,必ず確認してください。

採用発令日：考試1日目

提出書類等（予定）

①受験歴申告書

②採用選考申込書

③戸籍抄（膳）本，又は，本籍地及び戸籍筆頭者の記載があり，個人番号の記載がない住民

票の写し

④退職証明書

⑤資格の登録抹消証明書

※兼業許可申請を行う場合は， 申請書を提出書類等と同時に提出してください。

２
３

提出先；司法研修所事務局企画第二課調査係

〒351〒0194埼玉県和光市南2－3－8

048-460-2045 （直通）
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‐
問い合わせ先

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係03-3264-8111 （代表）

問い合わせへの対応9:00～12:00, 13:00～17:30 (土日祝日を除く。 ）


